
  

 

令和 8 年 6 月 4 日内容修正 

令和 8 年 5 月 20 日 

関 東 運 輸 局 

東 京 運 輸 支 局 

 

「HARUMI FLAG（晴海フラッグ）において 

道路運送法違反（白タク）一斉取締り等を実施します」 

 

関東運輸局東京運輸支局では、警視庁、月島警察署と合同で、いわゆる白タク行為

の駐車違反等の一斉取締り等を下記のとおり実施しますのでお知らせします。 

 

 

記 

 

１．日 時：令和８年６月８日（月）９：３０～１１：００ごろまで 

      

２．場 所：東京都中央区晴海５丁目４番付近道路（晴海フラッグ内） 

 

３．実施者：月島警察署、警視庁交通捜査課、第一交通機動隊、 

国土交通省関東運輸局東京運輸支局         計 約１５名 

 

４．取 材 等 

・取材をご希望される方は、令和８年６月５日（金）１５時までに、お名前、ご

所属、人数、連絡先を下記問い合わせ先にご連絡の上、当日９時２０分までに

実施場所（SEA VILLAGE D 棟前）に集合してください。 

・取材時は、自社腕章の装着及び身分証の携行をお願いします。 

・荒天等により中止する場合は、６月５日午後４時００分に決定します。 

 

【問い合わせ・ＦＡＸ送付先】 

関東運輸局東京運輸支局 監査担当（旅客）服部、新井 

ＴＥＬ：０３－３４５８－９２３１（音声案内「２」） 

 ＦＡＸ：０３－３４７１－６３２０ 

（配布先）東京都庁記者クラブ、関東運輸局記者会（ハイタク等専門紙） 

令和８年６月４日修正箇所は赤字にて記載 


